
相模原市農業委員会第２１回会議議事録 

 

開 会 日 時 令和５年１１月３０日 午後１時４０分 

閉 会 日 時 令和５年１１月３０日 午後２時５４分 

開 催 場 所 産業会館３階 大研修室 

出 席 委 員 （○印） 

① 青 木   齊  ⑧ 志 村  佳 男  ⑮ 八 木  拓 美  

② 齋 藤  憲 一  ⑨ 阿 部   健  ⑯ 菱 山  喜 章  

③ 加 藤  正 博 10 髙 橋  三 行 ⑰ 藤 村  達 人 

④ 渋 谷  久 夫  ⑪ 齋 藤  孝 之  ⑱ 天 野   明  

⑤ 斉 藤  嘉 之  ⑫ 山 口  幸 男  ⑲ 加 藤  通 一  

⑥ 大 塚  優 子 ⑬ 大 谷  健 一   

⑦ 小 林  康 史  ⑭ 西 東  邦 雄    

出席委員 １８名 

欠席委員 １名（１０番髙橋三行委員） 

傍聴人  ０名 

 

事 務 局 前田康行 伊藤和彦 濱端雄高    

       

 

議事録署名人 議 長 

 

     議席 ５番 

 

     議席１６番 



会議に付した事件 

日程 番 号 件          名 

１  会務報告 

２  第３回農地利用最適化推進委員連絡会報告 

３ 議案第４５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

４ 議案第４６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

５ 議案第４７号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について 

６ 議案第４８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

７ 議案第４９号 買受適格証明について 

８ 議案第５０号 農用地利用集積計画の決定について 

９ 議案第５１号 農用地利用集積計画の決定について 

１０ 議案第５２号 農用地利用集積計画の決定について 

１１ 議案第５３号 農用地利用集積計画の決定について 

１２ 議案第５４号 農用地利用集積計画の決定について 

１３ 報告第４４号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について 

１４ 報告第４５号 
解除条件付き利用権設定を受けた者の農用地利用状況の報告につい

て 

１５ 報告第４６号 農地造成工事の施工承認について 

１６ 報告第４７号 非農地証明書の発行について 

１７ 報告第４８号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報告について 

１８ 報告第４９号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告について 

 
議事の内容 次のとおり 
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議長（阿部会長） 
ただいまから、相模原市農業委員会第２１回総会を開催いたします。 

ただいまの出席委員は１８名で、定足数に達しております。 

本日、１０番髙橋三行委員は、所用のため欠席の通告がございますので報告いたしま

す。 

次に、本日の総会の議事録署名委員につきましては、５番斉藤嘉之委員、１６番菱山

喜章委員を御指名いたします。 

本日、傍聴はないということでございますので、進めさせていただきます。 
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日程１ 会務報告 

 
議長（阿部会長） 

それでは、これより日程に入ります。 
日程１「会務報告」をいたします。 
前田事務局長に報告をいたさせます。 

事務局（前田事務局長兼次長） 
それでは、令和５年１０月３１日から令和５年１１月２９日までの主な会務につきま

して、報告させていただきます。 
資料を御覧いただきまして、まず、１の会議でございます。 
初めに、県関係でございます。 
１１月７日、県からの地域計画関連説明が行われまして、私、前田、濱端総括副主幹、

農政課職員ほかが出席しております。 
１１月１０日、海老名市文化会館におきまして、神奈川県農業委員会活動推進大会第

３回大会運営委員会が行われまして、阿部会長が出席しております。内容につきまして

は、議案申合せ決議等でございます。 
同日、同所におきまして、令和５年度神奈川県農業委員会活動推進大会が開催されま

して、農業委員１１名に出席いただきました。 
１１月１５日、令和５年度神奈川県農業委員会活動推進大会決議実行運動が行われま

して、阿部会長が出席しております。内容につきましては、先ほど会長からもお話があ

ったとおり、県議会や県に対し、要請活動が行われたものでございます。 
同日、農業会議常設審議委員会が開催されまして、阿部会長が出席しております。内

容につきましては、農地法に係る諮問についてほかでございます。本市からは報告５件

となっております。 
続きまして、市関係でございます。 
１０月３１日、農業委員会第２０回総会を行いまして、農業委員１９名に出席いただ

きました。内容につきましては、農地法第４条の規定による許可申請についてほかでご

ざいます。 
１１月７日、第２回第８回線引き見直しに係る検討会議が行われまして、私、前田が

出席しております。内容につきましては、第８回線引き見直し都計審小委員会審議のま

とめ案についてほかでございます。 
１１月１４日、農地利用最適化推進委員連絡会を行いまして、農地利用最適化推進委

員１２名、農業委員１３名が出席しております。内容につきましては、令和５年度農地

利用状況調査の結果についてほかでございます。 
裏面を御覧ください。 
１１月２１日、役員会を行いまして、阿部会長、菱山副会長が出席しております。内

容につきましては、総会提出案件ほかでございます。 
１１月２８日、第８回線引き見直しにおける第５回相模原市都市計画審議会小委員会

が開催されまして、阿部会長が出席しております。内容につきましては、第８回線引き

見直しについてでございます。 
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続きまして、２のその他でございます。 
初めに、県関係でございます。 
１１月１３日、令和５年度神奈川県ファシリテーション研修会が開催されまして、私、

前田が出席しております。内容につきましては、地域計画・目標地図作成の考え方、進

め方のポイントほかでございます。 
続きまして、市関係でございます。 
１１月１２日、第５９回相模原市農業まつりが開催されまして、阿部会長、農業委員

３名、推進委員５名が出席しております。 
また、１１月１８日、第３５回ＪＡまつりが開催されまして、阿部会長、農業委員３名、

推進委員４名が出席しております。内容につきましては、活動紹介、農業クイズ、共進

会褒賞授与ほかでございます。 
続きまして、１１月２６日、緑区鳥屋におきまして、農地再生モデル事業を行いまし

て、農業委員５名、推進委員３名が出席しております。内容については、津久井在来大

豆の収穫でございます。 
私からは以上です。 

議長（阿部会長） 
ただいまの会務報告について、皆様から御発言がありましたら、お願いします。 
よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、以上で会務報告を終わります。 
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日程２ 第３回農地利用最適化推進委員連絡会報告 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程２「第３回農地利用最適化推進委員連絡会報告」をいたします。 
事務局に報告をいたさせます。 

事務局（濱端総括副主幹） 
それでは、１１月１４日に開催されました第３回農地利用最適化推進委員連絡会の結

果を報告いたします。別途配付されております報告資料を御覧ください。 
議題（２）令和５年度利用状況調査結果に基づく遊休農地の解消等に向けた取組につ

いては、担当区域ごとに今年度の利用状況調査でＣ判定となった農地に係る情報共有を

図るとともに、今後、ヒアリング調査を実施する農地の候補地の選定について話し合い

ました。 
以上で、第３回農地利用最適化推進委員連絡会の報告を終わります。 

議長（阿部会長） 
ただいまの報告について、何か御発言がございましたら、お願いします。 
よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、以上で第３回農地利用最適化推進委員連絡会報告を終わります。 
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日程３ 議案第４５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程３議案第４５号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤所長） 

それでは、１ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４５号 農地法第３条の規定による許可申請について。別紙農地の所有権移転

等許可申請収受番号３－１４は、農地法第３条の規定により適切と認められるので、許

可するものとする。令和５年１１月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、２ページを御覧ください。 
収受番号３－１４は、中央区陽光台６丁目に住む譲渡人が所有する農地を、農地所有

適格法人の合同会社フルーツランドが、経営規模拡大のため、所有権移転を受けるため

の申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は１ペー

ジを御覧ください。斜線部分が本案件の申請地です。申請地は上溝の畑、３筆、 
３,２３２㎡です。今後の作付はジャガイモを予定しています。審査基準につきまして

は、現地及び申請書で確認しています。全部効率利用要件については、市内の経営農地

１筆、１,０３７㎡及び千葉県野田市に所有する経営農地２４,５７８㎡で、全て適切に

管理されています。法人要件については、農地所有適格法人の要件を満たしています。

地域との調和要件については、周辺の農地の利用に影響を与えないこと、周辺地域の農

業経営との調和に努めることを確認しています。以上、審査基準を満たしていることか

ら、許可相当と判断しました。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 
収受番号３－１４については、中央区担当、小林康史委員、お願いします。 

７番（小林委員） 
１１月２８日に現地を確認してまいりました。見て分かるとおり、草は刈ってある状

態ですけど、何かを作付している様子はないような感じです。ここは２年前に、案内図

の①と書いてあるところを所有権移転して取得しています。そのとき、千葉県の法人で、

どういった法人なのか分からなかったので、鈴木推進委員と一緒に見に行きました。そ

の後、推進委員と私の２人で時々確認しながらいけばいいかなということで落ち着きま

した。 
今回、経営規模拡大ということで、今度は３反ぐらいあります。正直、最初に取得し

た畑のときは、１年目は何もしておらず、草は出ていました。２年目の春、ジャガイモ

を植えています。ただ、マルチしてありますけど、畝間は草だらけ。収穫した後もその

ままという感じの管理でした。 
今回、この申請が来たときに、私、正直、１反も管理できないのに３反もできないの

ではないかと思いました。事務局にいろいろ質問したんですけれども、近所の農家さん
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に手伝ってもらったり、アルバイトを雇ったりしながら、何とかやると聞きました。取

得する農地もジャガイモを作る予定で、あとは相談しながらやると伺いました。今後、

改善が見られるので、頑張ってほしいという意味を込めて、許可してもいいと判断しま

した。 
以上です。 

議長（阿部会長） 
ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

１７番（藤村委員） 
前回出たとき、私も何かコメントしたと思うんですけど、計画自体がずさんというか、

野菜ではなくて、フルーツランドで果物か何かを作ると聞きました。たしかそんな話だ

ったので、小林委員はマルチして何か栽培していると言われたけれども、真面目に申請

しているかどうかが全然見えないです。ジャガイモを３反作ったら、売り先も考えなけ

ればならないから、やっぱりある程度、栽培計画とかがないと、何かおかしいような気

がします。事務局で感触はどうですか。 
事務局（伊藤所長） 

私どもも、以前の農地に許可を出しておきながら、１年間栽培していなかったのは確

認しておりまして、今年の春にこの法人の報告書が出たときに、本当にやっているのか

という疑問を持ちました。そのとき確認したときには、今年からジャガイモを始めたと

いうことで、今回の申請に関しても、またジャガイモを作ると聞きましたので、私ども

から法人に幾つか確認して、小林委員から投げられた疑問について、法人に確認しまし

た。 
まずは、一番最初に言われた３反を超える農地を管理できるのかどうかというところ

で、基本的には社長１人が法人の役員であり、作業員となっておるんですが、この会社

は親会社がありまして、そこの従業員、事務の職員を作物の植付けとか収穫の時期にま

ずは使うということで、今年もやってきたと。今年も、収穫のときは、ジャガイモがか

なりうまくできたらしくて、専属でアルバイトを３人雇ったそうです。今後もその方々

にはお願いする予定をしている。 
あわせて、露地野菜について、既に取得した農地ではジャガイモを収穫した後、作物

は植わっていません。今後は、ジャガイモだけでなく、収穫が終わった後は違う作物も

植えるようにという話をしました。先ほど藤村委員が言われたように、最初はレモンを

植えるという計画をしていました。そのときにも、本当にできるのかと、総会の場で議

論していただきました。今その話はどうなのかと聞いたところ、野田市で成功した果樹

や露地野菜を相模原市でもやっていきたいという計画はしているらしいのですが、具体

的に、その作物が野田市でなかなか成功していない、これならいけるというものがまだ

できていないのが現実だそうです。野田市では、ビニールハウスを使って、マンゴーや

アボカドなどの果樹類を栽培しているんですけれども、ハウスが２年前の１０月に完成

して、それからですので、実際に法人の報告の中でも収益はゼロになっております。野

田市ではハウスをやっていますけれども、相模原市ではハウス栽培の計画はなく、露地

野菜をやっていきたいと言っていました。 
１７番（藤村委員） 

政府としては、法人が農業に参画するのを非常に推奨というか、個人が老齢化とかで
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なかなか入り込めないところを法人ならやってくれるだろうというので、そこは緩くな

っているわけですよね。しかも、適切に耕作されていないようなところを有効に使って

いただければ大変ありがたいですが、今の説明だと、取りあえず、書面上はやるという

感じなんですね。先ほど小林委員が見守っているとおっしゃられたけれども、適切に使

われていないと判断されたときは、この土地はどうなりますか。 
事務局（伊藤所長） 

法人が農業をしていない場合は、やはり、指導するしかないです。法人がもうできな

いと言った場合には、手離していただくしかないということになります。 
１７番（藤村委員） 

いわゆるペナルティーはないのですか。 
事務局（伊藤所長） 

ペナルティーということであれば、次に農地を買うことも借りることもできないとい

うのは当然出てきます。 
議長（阿部会長） 

ほかに御発言はございませんか。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

それでは、御発言もないようですので、採決をさせていただきます。 
議案第４５号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 
 

挙手多数 

 
議長（阿部会長） 

挙手多数。 
よって日程３議案第４５号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程４ 議案第４６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程４議案第４６号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤所長） 

それでは、３ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４６号 農地法第５条の規定による許可申請について。別紙農地の転用を伴う

所有権移転等許可申請収受番号５－１７から５－１９及び５－１０２９から５－

１０３１は、相当とする理由があるので、農地法第５条第３項において準用する同法第

４条第３項の規定により意見を付して、市長あてに送付するものとする。令和５年

１１月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、４ページ、５ページを御覧ください。 
収受番号５－１７は、譲受人の株式会社アベックスが、譲渡人が所有する南区当麻の

農地、１筆、２８７㎡に賃借権の設定を受け、駐車場として転用するための申請です。

利用については、既に転用許可を受けた土地と一体で利用します。現地の状況につきま

しては、スクリーンを御覧ください。案内図は２ページを御覧ください。農地区分は第

２種農地です。申請理由としましては、譲受人は一般貨物自動車運送業を営んでおり、

現在使用している駐車場が市街地にあるため、返却し、新たに駐車場を確保するもので

す。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、万能

鋼板高さ６０㎝で土留めをし、雨水については、砕石敷きによる敷地内浸透とする計画

です。申請地は市立麻溝台小学校の南西約７３０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１８は、譲受人の株式会社ビルドアートが、譲渡人が所有

する新磯野の農地、１筆、３９６㎡の所有権移転を受け、資材置場として転用するため

の申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は３ペー

ジを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由としましては、譲受人は建築

業を営んでおり、新たに資材置場を確保するものです。隣接地への被害防除につきまし

ては、土地区画の明確化と、土留め策として、土留めブロック１段から５段で土留めを

し、雨水については、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地は市立若草中

学校の北西約５７０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１９は、譲受人のムンドエスエムトレーディング株式会社

が、譲渡人が所有する当麻の農地、１筆、９０８㎡の所有権移転を受け、車両置場とし

て転用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。

案内図は４ページを御覧ください。農地区分は第３種農地です。申請理由としましては、

譲受人は中古車販売・輸出業を営んでおり、新たに車両置場を確保するものです。隣接

地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、土留めブロッ

ク１段及び万能鋼板高さ２ｍで土留めをし、雨水については、砂利敷きによる敷地内浸

透とする計画です。申請地は南区麻溝まちづくりセンターの北西約４２０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１０２９は、譲受人の農地所有適格法人の株式会社藤野俱

楽部が、譲渡人が所有する名倉の農地、２筆、４７９㎡の所有権移転を受け、駐車場及
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び倉庫として転用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧

ください。案内図は５ページを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由と

しましては、譲受人は農地所有適格法人として農業体験宿泊を行っており、宿泊者用に

駐車場及び備品用の倉庫を建築するものです。土地区画の明確化としては、虎ロープで

区割りをし、雨水については、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地は市

立藤野小学校の南西約２㎞です。 
続きまして、収受番号５－１０３０は、譲受人が譲渡人のＧＳＩマルロンテックス株

式会社が所有する与瀬の農地、１筆、１５１㎡の所有権移転を受け、駐車場として転用

するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図

は６ページを御覧ください。農地区分は第３種農地です。申請理由としましては、譲受

人は不動産賃貸業を営んでおり、貸しアパートの駐車場を確保するものです。なお、譲

渡人が法人ですが、昭和６０年に農地転用により所有した当該地を転用後に農地以外の

地目に変更せずに所有していたため、また、現状も農地性があるために、今回、売却す

るに当たり、改めて農地転用許可申請を行うものです。土地区画の明確化と土留め策と

しては、既存の石積み擁壁高さ２ｍと、新たにコンクリートブロック１段を設置し、雨

水については、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地はＪＲ相模湖駅の南

東約２４０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１０３１は、譲受人の相模湖不動産株式会社が、譲渡人の

所有する緑区与瀬の農地、１筆、１９０㎡の所有権移転を受け、宅地造成として転用す

るための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は

７ページを御覧ください。農地区分は第３種農地です。申請理由は、譲受人は不動産業

を営んでおり、１区画の宅地造成を行い、販売するものです。隣接地への被害防除につ

いては、土地区画の明確化と、土留め策として、コンクリートブロック１段積み及びコ

ンクリート擁壁高さ最大１.７ｍで土留めをし、雨水については、土のままによる敷地

内浸透とする計画です。申請地はＪＲ相模湖駅の北東約５０ｍです。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 
収受番号５－１７及び５－１９については、南区担当、志村佳男委員、お願いします。 

８番（志村委員） 
１１月２５日に現地調査に行ってまいりました。 
収受番号５－１７ですけれども、当麻の相模川の反対の土手のところの農地でして、

この周りは大変荒れているところです。今回の土地ですけど、過去に農地転用した雑種

地と合わせて、反対側のところを今回の総会に上げたということです。現地確認しまし

たけれども、境界もしっかりしていますし、きれいになっておりますので、特に問題な

いかと思います。 
収受番号５－１９は相模線沿いの原当麻から番田に行く間の農地ですけど、反対側が

区画整理になっていまして、その反対側の農地です。北側に少し農地がありまして、鋼

板２ｍで囲うということで、日当たりがどうかと思いますけれども、２ｍですので、そ

んなに影響はないかなと思います。よって、この案件も特に問題ないと思います。 
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以上です。 
議長（阿部会長） 

収受番号５－１８については、南区担当、斉藤嘉之委員、お願いします。 
５番（斉藤委員） 

現地確認してきました。写真で見てもらえるように、両サイド、建築資材置場になっ

ていますので、やむを得ないと思います。 
以上です。 

議長（阿部会長） 
続きまして、収受番号５－１０２９については、藤野地区担当、加藤正博委員、お願

いします。 
３番（加藤委員） 

１１月２７日に天野委員と一緒に歩いてきました。畑と駐車場というのは画面で見て

分かると思うんですけれども、入って右側のほう、土留め策をしないと雨で流されるよ

うな状態でした。隣や道路の入口へ流れるような気がします。取りあえず、入口の物置

を造る場所、丸太のところも、さっきの畑のところから流れ込んでいて、建物を造って

も丸太が小屋のほうに倒れるのではないかなという考えで見てきました。 
以上です。 

議長（阿部会長） 
続きまして、収受番号５－１０３０及び５－１０３１については、相模湖地区担当、

青木齊委員、お願いします。 

１番（青木委員） 
２７日に推進委員の岸さんと現地を確認いたしました。 
収受番号５－１０３０ですけれども、こちらのスクリーンで、境界線もきれいになっ

ておりますし、夏まで野菜か何かを作っていたみたいで、本当にきれいになっています。

向こうにちょっと見えるのがアパートでございまして、黄色いところからずっと駐車場

になっておりまして、今回、その駐車場を広げるということですので、別に問題ないと

思います。 
収受番号５－１０３１は、夏に写真の左のほうが申請に出まして、同じ不動産会社で

ございます。夏に行ったときは、クズ葉でいっぱいで境界線も分からない感じだったの

ですが、今回はこのようにきれいになって、境界線もしっかりしておりますので、別に

問題はないと思います。 
以上です。 

議長（阿部会長） 
ありがとうございました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

それでは、ないようですので、採決をさせていただきます。 
議案第４６号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 
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全員挙手 

 
議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって日程４議案第４６号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程５ 議案第４７号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変

更申請について 

日程６ 議案第４８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程５議案第４７号、日程６議案第４８号については関連議案となります。

２議案を一括して議題に供したいと思いますが、御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

御異議なしと認めます。 
それでは、議案第４７号、議案第４８号を一括して議題に供します。事務局に議案の

朗読及び説明をいたさせます。 
事務局（伊藤所長） 

それでは６ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４７号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について。別紙

農地の事業計画変更申請収受番号５－１００１は、農地法関係事務処理要領の規定によ

り、変更をする相当の理由があるので、意見を付して、市長あてに送付するものとする。

令和５年１１月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、７ページを御覧ください。 
事業計画変更収受番号５－１００１について説明します。本案件は、令和４年６月

２日付で、家具展示場及び資材見本置場として転用許可を受け、その後、発注依頼件数

の増加により、既存の作業所では追いつかず、作業所の新設が必要となり、令和５年

１１月１０日付で事業用地を拡大するとともに、作業所を追加で新設する事業計画変更

の申請があったものです。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案

内図は８ページを御覧ください。本案件の申請地は、許可済地と隣接する斜線部分の拡

大地です。農地区分は第２種農地です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画

の明確化と、土留め策として、高さ２０㎝の矢板を設置し、汚水については高度処理浄

化槽を設置し、雨水については浸透桝を設置して処理する計画です。申請地は藤野南小

学校の北西約７１０ｍです。なお、本事業の工事は未着手です。 
続きまして、関連議案となります議案第４８号について説明します。８ページを御覧

ください。議案を朗読します。 
議案第４８号 農地法第５条の規定による許可申請について。別紙農地の転用を伴う

所有権移転等許可申請収受番号５－１０３２は、相当とする理由があるので、農地法第

５条第３項において準用する同法第４条第３項の規定により意見を付して、市長あてに

送付するものとする。令和５年１１月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、９ページを御覧ください。 
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収受番号５－１０３２は、譲受人のビーシー工房株式会社が、譲渡人の所有する緑区

牧野の農地、２筆、５２８㎡の所有権移転を受け、家具展示場及び資材見本置場及び作

業所として転用するものです。現地の状況等につきましては、先ほどの説明と同様です

ので、省略させていただきます。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 
収受番号５－１００１及び５－１０３２については、藤野地区担当、加藤正博委員、

お願いします。 
３番（加藤委員） 

１１月２７日、天野委員と一緒に歩きました。前回のときの札があって、その横のさ

っきの図面の入口のほう、ちょっと傾斜なんですけど、一応、草も刈ってきれいになっ

ていましたので、別に問題はないと思います。よろしくお願いします。 
議長（阿部会長） 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。 
１７番（藤村委員） 

議案第４８号でここをやりたいという申請が出て、議案第４７号は古いものが計画変

更になったということですか。 
事務局（伊藤所長） 

議案第４７号で、令和４年６月に家具展示場及び資材の見本置場ということで、２つ

の建物を建てますという許可を得たんですけれども、この会社は旧藤野町に既存で会社

があって、そこに作業所もあるんですが、追加でこの土地に作業所を建てたいというこ

とで、そのために敷地面積を広げたいといった内容のものが議案第４７号です。議案第

４８号は追加の部分はこの土地ですという転用の許可申請と二本立ての議案となって

います。 
１７番（藤村委員） 

分かりました。 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
１７番（藤村委員） 

はい。 
議長（阿部会長） 

ほかに御発言はございませんか。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

それでは、ないようですので、ただいま２議案を一括説明していただきましたので、

採決についても一括とすることで御異議ございませんか。 
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［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

御異議なしと認めます。 
それでは採決をさせていただきます。 
議案第４７号、議案第４８号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 
 

全員挙手 

 
議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって日程５議案第４７号、日程６議案第４８号については、原案のとおり決定いた

しました。 
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日程７ 議案第４９号 買受適格証明について 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程７議案第４９号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤所長） 

議案朗読の前に、買受適格証明についての説明をさせていただきます。農地の競売や

公売の入札に参加する場合、農地を農地として、または農地を転用して取得できない者

が参加することを未然に防ぐため、入札に参加する際、必要となる書類でして、今回は

農地法第５条の転用許可を受けられる者であることを証明するための申出です。 
買受適格証明願の提出があった場合には、買受適格の有無を今回であれば農地転用許

可の議案と同じ審議をし、許可相当と判断されれば、買受適格があると認められた場合

となり、買受適格証明書を交付することとなります。 
そして、買受適格証明書の交付を受けた者が入札をして競落人となった場合、改めて

許可の申請を提出する必要がありますが、買受適格証明書の交付時と事情が異なってい

る場合を除き、再度、審議は行わず、許可となります。 
本案件は、横浜地方裁判所相模原支部が行う競売案件で、入札期間は令和５年１２月

６日から令和５年１２月１３日まで、開札は令和５年１２月２０日でございます。なお、

本件は競争入札となりますので、参加者数などの情報が伝わらないようにしております。

守秘義務を徹底していただくようお願いいたします。 
それでは、議案を朗読したいと思います。 
議案第４９号 買受適格証明について。農地法第５条第１項の規定を受ける別紙買受

適格証明願収受番号１２－１００１は、相当とする理由があるので、意見を付して、市

長あてに送付するものとする。なお、当該買受適格証明書の交付を受けた者が最高価買

受申出人または次順位買受申出人となり、当該許可の申請書を提出した場合には、農業

委員会会長が当該証明書の交付時と事情が異なっていると認めた場合を除き、意見を付

して、市長あてに送付するものとする。令和５年１１月３０日提出。相模原市農業委員

会会長。 
本案件は、申出人が車両置場及び部品置場として転用する目的で競売に参加するため、

買受適格証明を申請するものです。申請理由は、申出人は中古車販売業を営んでおり、

現在、賃貸中の置場が手狭なため、返却し、新たに車両置場及び部品置場を確保するも

のです。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図はお手元の資

料を御覧ください。農地区分は第３種農地です。隣接地への被害防除については、土地

区画の明確化と、土留め策として、周囲を高さ２ｍの万能鋼板で囲い、雨水については、

砕石敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地は相模原西メディカルセンターの南

西約４２０ｍです。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 
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収受番号１２－１００１については、津久井地区担当、大塚優子委員、お願いします。 
６番（大塚委員） 

１１月２５日に髙城推進委員と一緒に見てまいりまして、ここをタイヤとか自動車販

売関係の物を置く場所にするということで、お願いがあるのは、２筆に分かれていまし

て、こちらには同じくらいの広さの隣接した、現在、畑を作っている耕作者がいるんで

すね。その方の迷惑にならないようにしてほしいということが一つです。あとは住宅が

あったり、この畑そのものがどちらも、今まで作っていた方が亡くなってしまってから

１０年以上何も作っていなかったので、原野みたいなすごい草で、今回もＣ判定でどう

しようかなと、ずっとそんな話が出たんですけれども、そして、この下段は、不耕作地

だったので、やむを得ないかなとは思います。ここは畑、農地という登録ですけれども、

隣接が竹林で、どんどん竹が中に入ってきてしまっていて、やはり、これもやむを得な

いかなと思います。農地に戻すには多分大変だと思いますし、ここのところも隣接が民

家なので、民家の迷惑にならないように、鋼板を立てるや何かするにしても、よく話合

いをしてほしいと思います。 
以上です。 

議長（阿部会長） 
これより質疑に入ります。 
御発言はございませんか。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第４９号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 
 

全員挙手 

 
議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって日程７議案第４９号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程８ 議案第５０号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（阿部会長） 

続きまして、日程８議案第５０号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明を

いたさせます。 
事務局（伊藤所長） 

それでは、１２ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第５０号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号５－１０４２から５－１０９４は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利

用権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、改正前の農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令

和５年１１月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、１３ページから３４ページを御覧ください。 
整理番号５－１０４２は、経営規模維持のため、新たに利用権を設定するものです。

案内図は１０ページを御覧ください。契約期間は４年、件数は１件、１筆で、面積は

２１９㎡です。今回の利用権設定農地においては、梅、大根、トマトなどを栽培してい

く予定です。 
この１件以外の５－１０４３から３４ページの５－１０９４までは、期間満了に伴い

提出された更新の案件で、５２件、１０１筆、面積は９１,４７１㎡です。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１７番（藤村委員） 
整理番号５－１０４２、この面積で梅、大根、トマト、いろいろやりますという趣旨

がよく分からないんですけど、梅を二、三本植えたら、この面積になってしまうのでは

ないですか。この方は６,０００㎡使っているので、普通の農家さんですよね。 
事務局（伊藤所長） 

実は、ここの農地は既に借りていて、利用権設定をし忘れていたところでして、この

筆だけではなく、隣接地なども借りている方で、ここには梅があって、隣接地と合わせ

て、今までも大根とかトマトを栽培していたところになります。 
１７番（藤村委員） 

分かりました。 
議長（阿部会長） 

ほかに御発言はございませんか。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
 



 18 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、採決させていただきます。 
議案第５０号について、原案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 

 
議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって日程８議案第５０号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程９ 議案第５１号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程９議案第５１号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤所長） 

それでは、３５ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第５１号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号５－４３から５－５１、５－５３から５－７４及び５－７６から５－１１８並びに

５－１００１から５－１００５は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利用

権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、改正前の農業経営基盤強

化促進法第１８条第１項及び改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条

の２第１項の規定により、農用地利用集積計画を決定するものとする。令和５年１１月

３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、３６ページから５０ページを御覧ください。 
整理番号５－４３から５－５１、５－５３から５－７４、５－７６から５－１１８及

び５－１００１から５－１００５は、農地中間管理機構の神奈川県農業会議が借入れ、

農業者に貸し出すため、利用権を設定するものです。件数は７９件で、１２０筆、面積

は合計で１２９,３２０㎡です。 
整理番号５－１００４は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定するものです。

案内図は１１ページを御覧ください。契約期間は５年で、件数は１件、１筆で、面積は

２５０㎡です。今回の利用権設定農地においては、小麦、露地野菜を栽培していく予定

です。 
整理番号５－１００５は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定するもので、案

内図は１２ページを御覧ください。契約期間は５年で、件数は１件、筆数３筆、面積は

３,３７９㎡です。今回の利用権設定農地においては、ネギ、ナス、栗を栽培していく

予定です。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１７番（藤村委員） 
議案第５０号と第５１号の関係は、どこが違うんですか。 

事務局（伊藤所長） 
議案第５０号が相対で、第５１号が一括方式の農業会議が仲介で入っているものにな

ります。 
１７番（藤村委員） 

整理番号５－１００４も２５０㎡で、先ほどの質問と同じで、いろいろやるというの

もよく分からないんですけど、この方も同じような状況でしょうか。 
事務局（伊藤所長） 

はい、そうです。隣接地を既に借りておりまして、それの拡張という形になります。 
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１７番（藤村委員） 
分かりました。 

議長（阿部会長） 
ほかに御発言はございませんか。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第５１号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 
 

全員挙手 

 
議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって日程９議案第５１号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程１０ 議案第５２号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程１０議案第５２号を議題に供しますが、農業委員会等に関する法律第

３１条の規定により議事参与が制限されますので、１６番菱山喜章委員には、恐れ入り

ますが、御退席をお願いします。 
 

１６番 菱山喜章委員 退席 

 
議長（阿部会長） 

それでは、日程１０議案第５２号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明を

いたさせます。 
事務局（伊藤所長） 

今、相対と一括方式の話がありまして、議案第５２号は相対の議案になります。この

後の議案第５３号、第５４号は一括方式の議案となりますので、その点、御承知おきく

ださい。 
それでは、５１ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第５２号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号５－１０９５は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利用権の設定等を受

ける者の備えるべき要件に適合しているので、改正前の農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令和５年１１月

３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、５２ページを御覧ください。 
整理番号５－１０９５は、期間満了に伴い提出された申請で、件数は１件、筆数４筆

で、面積４,５９７㎡です。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第５２号について、原案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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全員挙手 

 
議長（阿部会長） 

挙手全員。 
よって日程１０議案第５２号については、原案のとおり決定いたしました。 
議事が終了いたしましたので、１６番菱山喜章委員には御着席をお願いします。 
 

１６番 菱山喜章委員 着席 
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日程１１ 議案第５３号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程１１議案第５３号を議題に供しますが、農業委員会等に関する法律第

３１条の規定により議事参与が制限されますので、８番志村佳男委員には、恐れ入りま

すが、御退席をお願いいたします。 
 

８番 志村佳男委員 退席 

 
議長（阿部会長） 

それでは、日程１１議案第５３号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明を

いたさせます。 
事務局（伊藤所長） 

それでは、５３ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第５３号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号５－５２は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利用権の設定等を受ける

者の備えるべき要件に適合しているので、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第

１項及び改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の２第１項の規定に

より、農用地利用集積計画を決定するものとする。令和５年１１月３０日提出。相模原

市農業委員会会長。 
それでは、５４ページを御覧ください。 
整理番号５－５２は、期間満了に伴い提出された申請で、件数は１件、筆数は１筆、

面積１,３９２㎡です。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第５３号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 
 

全員挙手 
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議長（阿部会長） 
挙手全員。 
よって日程１１議案第５３号については、原案のとおり決定いたしました。 
議事が終了いたしましたので、８番志村佳男委員には御着席をお願いします。 
 

８番 志村佳男委員 着席 
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日程１２ 議案第５４号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（阿部会長） 

続いて、日程１２議案第５４号を議題に供しますが、農業委員会等に関する法律第

３１条の規定により議事参与が制限されますので、７番小林康史委員には、恐れ入りま

すが、御退席をお願いいたします。 
 

７番 小林康史委員 退席 

 
議長（阿部会長） 

それでは、日程１２議案第５４号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明を

いたさせます。 
事務局（伊藤所長） 

それでは、５５ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第５４号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号５－７５は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利用権の設定等を受ける

者の備えるべき要件に適合しているので、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第

１項及び改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の２第１項の規定に

より、農用地利用集積計画を決定するものとする。令和５年１１月３０日提出。相模原

市農業委員会会長。 
それでは、５６ページを御覧ください。 
整理番号５－７５は、期間満了に伴い提出された申請で、件数は１件、筆数は２筆、

面積は１,４６７㎡でございます。 
以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（阿部会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、採決させていただきます。 
議案第５４号について、原案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 
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議長（阿部会長） 
挙手全員。 
よって日程１２議案第５４号については、原案のとおり決定いたしました。 
議事が終了いたしましたので、７番小林康史委員には御着席をお願いします。 
 

７番 小林康史委員 着席 
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日程１３ 報告第４４号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明に

ついて 

日程１４ 報告第４５号 解除条件付き利用権設定を受けた者の農用地

利用状況の報告について 

日程１５ 報告第４６号 農地造成工事の施工承認について 

日程１６ 報告第４７号 非農地証明書の発行について 

日程１７ 報告第４８号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報

告について 

日程１８ 報告第４９号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告に

ついて 

 
議長（阿部会長） 

続きまして、報告案件に移ります。 
なお、報告案件につきましては、事務局からの補足説明及び委員から質疑があった案

件のみといたします。 
初めに、事務局から補足説明はありますか。 

事務局（伊藤所長） 
特にございません。 

議長（阿部会長） 
それでは、皆様の皆様から、何か御発言がありますか。 

１７番（藤村委員） 
報告第４６号の農地造成工事の施工承認について、これは承認ということですが、私

は場所がよく分からないんだけど、水田地域の中でぽつんと畑にするというのは、周辺

の農家さんたちとの調和という点で問題ないんでしょうか。 
事務局（伊藤所長） 

この辺りは一帯が水田から畑に結構造成されているところで、スクリーンを見ていた

だくと、右手側のところも既に畑に造成されていて、ここの土地、高さも同じぐらいに

見えるんですが、毎年、田んぼができなくて、草を生やした状態が繰り返されて、草が

堆積して、道路と同じような高さまで草が生えているような状態です。併せて工事の概

要を説明しますと、草もそのまま土にすき込んで、その中で黒土を取るということはな

く、逆に赤土を追加して赤黒土にする計画の造成工事になっております。 
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以上です。 
１７番（藤村委員） 

了解です。 
議長（阿部会長） 

ほかに御発言はございませんか。 
よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（阿部会長） 

それでは、以上で日程１３報告第４４号から日程１８報告第４９号を終わります。 
以上で全ての日程が終了いたしました。 
次回、第２２回総会は、令和５年１２月２７日、水曜日、午後１時３０分から開催す

る予定です。開催場所は市役所第２別館３階第３委員会室です。 
以上をもちまして、相模原市農業委員会第２１回総会を終了いたします。 


